
生駒市条例第２８号 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年１２月２７日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

別表第３の２の項の(2)中「５８０，０００円」を「５３０，０００円」に、

「９００，０００円」を「８２０，０００円」に、「１，０９０，０００円」を

「９９０，０００円」に、「１，２１０，０００円」を「１，１００，０００円

」に、「１，５４０，０００円」を「１，４００，０００円」に、「１，８００

，０００円」を「１，６４０，０００円」に、「４，２３０，０００円」を「３

，８５０，０００円」に、「５，５９０，０００円」を「５，０９０，０００円

」に、「６，９１０，０００円」を「６，２９０，０００円」に、「１，２３０

，０００円」を「１，１２０，０００円」に、「１，４６０，０００円」を「１

，３３０，０００円」に、「１，６３０，０００円」を「１，４８０，０００円

」に、「２，０１０，０００円」を「１，８３０，０００円」に、「２，３３０

，０００円」を「２，１２０，０００円」に、「４，７６０，０００円」を「４

，３３０，０００円」に、「６，１２０，０００円」を「５，５７０，０００円

」に、「７，４４０，０００円」を「６，７７０，０００円」に、「６，３２０

，０００円」を「５，７５０，０００円」に、「７，９７０，０００円」を「７

，２５０，０００円」に、「１１，８００，０００円」を「１０，７００，００

０円」に改め、同表の６の項の(1)中「４５０，０００円」を「４１０，０００

円」に、「５９０，０００円」を「５４０，０００円」に、「７７０，０００円



」を「７００，０００円」に、「１，０１０，０００円」を「９２０，０００円

」に、「１，１４０，０００円」を「１，０４０，０００円」に、「１，７６０

，０００円」を「１，６００，０００円」に、「２，０００，０００円」を「１

，８２０，０００円」に、「２，２３０，０００円」を「２，０３０，０００円

」に、「５４０，０００円」を「４９０，０００円」に、「６９０，０００円」

を「６３０，０００円」に、「１，０４０，０００円」を「９５０，０００円」

に、「１，４４０，０００円」を「１，３１０，０００円」に、「１，８１０，

０００円」を「１，６５０，０００円」に、「３，４９０，０００円」を「３，

１８０，０００円」に、「４，２８０，０００円」を「３，８９０，０００円」

に、「４，８９０，０００円」を「４，４５０，０００円」に、「１０，０００

，０００円」を「９，１００，０００円」に、「１３，６００，０００円」を「

１２，４００，０００円」に、「１８，７００，０００円」を「１７，０００，

０００円」に改め、同表の７の項中「３４０，０００円」を「３１０，０００円

」に、「４５０，０００円」を「４１０，０００円」に、「７９０，０００円」

を「７２０，０００円」に、「１，０１０，０００円」を「９２０，０００円」

に、「１，２７０，０００円」を「１，１６０，０００円」に、「３，１１０，

０００円」を「２，８３０，０００円」に、「３，８１０，０００円」を「３，

４７０，０００円」に、「４，４００，０００円」を「４，０００，０００円」

に、「２，９２０，０００円」を「２，６６０，０００円」に、「３，５００，

０００円」を「３，１９０，０００円」に、「５，２６０，０００円」を「４，

７９０，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


